
    

 

産産産業業業廃廃廃棄棄棄物物物ををを排排排出出出すすするるる建建建設設設業業業者者者ややや病病病院院院なななどどどののの事事事業業業者者者ののの   

適適適正正正処処処理理理ににに向向向けけけたたた取取取組組組をををイイインンンタタターーーネネネッッットトトででで公公公表表表しししままますすす   

～ 全国初の「報告・公表制度」（排出事業者） ～ 
 

東京都では、昨年９月より、「東京都廃棄物条例」に基づいて、産業廃棄物の適正処理の

確保に向けた「報告・公表制度」を導入しています。 

このたび、昨年１２月に公表した産業廃棄物処理事業者からの報告に続いて、建設業者

や病院など、産業廃棄物を排出する事業者からの初めての報告を取りまとめましたので、

下記のとおり公表いたします。報告内容はインターネットで閲覧できます。 

東京都は、今後、この制度の定着を図り、排出事業者の適正処理確保に向けた取組を促

進するとともに、不適正な処理についての立入指導を強化するなど、建設廃棄物や医療廃

棄物を含む産業廃棄物の不法投棄を撲滅し、適正処理の徹底を目指していきます。 

 

１１  公公表表のの対対象象ととななるる排排出出事事業業者者  

建設業（資本金が３億円を超える者）、製造業（従業員３００人以上の工場）、病院 等 

２２  公公表表すするる内内容容  
①産業廃棄物の減量及び適正な処理に係る基本方針と組織体制 

②適正な委託処理の確保に向けた取組状況 

処理事業者の選定方法、処理の履行状況の確認方法など 

③産業廃棄物の資源化率と資源化の具体的な内容 

④事業所での再生資源・再生品の利用状況 

⑤ホームページや環境報告書などによる情報の公開状況 

３３  公公表表をを開開始始すするる日日  
平成１８年２月１日（水） 正午から 

４４  報報告告のの状状況況  
記載内容等の確認を終えた９００事業所（報告対象は１，２４６事業所）について公表し

ます。その他については、記載内容等について確認中であり、今後、順次公表していきます。 

５５  公公表表のの方方法法  
東京都環境局のホームページで公表 

※ 公表内容は、東京都環境局ホームページ内の下記のアドレスで閲覧可能です。 

       http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/index.htm 

６６  そそのの他他  
産業廃棄物処理事業者からの報告は、平成１７年１２月１６日から公表しています。 

 

 

 



～ 報告・公表制度の概要 ～ 

 

１１  特特定定排排出出事事業業者者にに対対すするる報報告告・・公公表表制制度度（（今今回回公公表表すするるもものの））  

排出事業者の取組が、公表により社会的評価を受けることで、適正処理への取組が

促される。  

（１）対象者及び対象者数 

一定規模以上の建設業及び製造業、病院など（１，２４６事業所） 

○建設業：３９５ ○製造業：８４ ○病院：６６１ ○大学：６４ 

○自然科学研究所：３２ ○血液センター：３ ○衛生検査所：７ 

※平成１８年１月３０日現在で、１，１０８事業所（約８９％）が報告している。 

（２）報告頻度 

年１回 

※今年度は、１１月末を期限に報告を求めている。 

（３）報告項目 

産業廃棄物の減量及び適正な処理に係る基本方針と組織体制、適正な委託処理の

確保に向けた取組状況、産業廃棄物の資源化率と資源化の状況、事業所での再生資

源・再生品の利用状況、ホームページや環境報告書などによる情報の公開状況 など 

（４）報告の扱い 

○報告された項目は、担当者名と連絡先電話番号を除き、そのまま公表する。 

○未報告者に対しては勧告を行い、正当な理由なく勧告に従わないときは、その旨を

公表することができる。 

 

２２  産産業業廃廃棄棄物物処処理理事事業業者者にに対対すするる報報告告・・公公表表制制度度（（既既にに公公表表ししてていいるるもものの））  

（１）対象者及び対象者数 

産業廃棄物処理事業者（８０１社） 

○産業廃棄物収集運搬業者（積替・保管を行う者）・・・・・ ４８６社 

○産業廃棄物処分業者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１５社 

（２）報告頻度 

年２回 

※今年度は、９月分の実績等について、１０月末を期限に報告を求めている。 

（３）報告の扱い 

産業廃棄物排出事業者に対する報告・公表制度と同様である。 

 

 


